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高輪地区総合支所まち づく り 課 

土 木 課 

用 地 ・ 施 設 活 用 担 当 

 

土地(白金台二丁目)の寄付受領及び用途の方向性について 

 

１ 寄付の経緯 

寄付の申出地は、 平成２ ２ 年１ １ 月から 一般財団法人古市隆一記念館( 以下「 財

団」 と いいます。 ) が所有し ているも ので、 現在、 地域の方々に「 憩い」 の場と し て

開放さ れています。  

し かし 、 財団による維持管理が困難になっ てき たこ と や、 物件の所有者であっ た

故人の遺言により 公共団体への寄付を 希望し ていたこ と から 、区に寄付の申し 出が

あり まし た。  

 

２ 寄付申出地の概要 

 ( １ ) 概要 

所在地（地番） 港区白金台二丁目２番２０３ 

地 積 （ 公 簿 ） 2 4 2 . 6 1 ㎡ 

用 途 地 域 等 第一種 中高 層住 居専 用地 域、建 ぺい 率 6 0 ％、容積率

2 0 0 ％、第二種高度地区（１７ｍ） 

日 影 規 制 値 敷地境界線から水平距離が１０ｍ以内の範囲  ３時間 

敷地境界線から水平距離が１０ｍを超える範囲 ２時間 

( ２ ) 案内図 

  
※寄付の申出地の建物は、 財団により １ ０ 月１ ６ 日から 解体を始めています。  
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３ 寄付受領後の用途について 

（ １ ） 遺言の内容について 

物件の所有者であっ た故人が作成し た遺言公正証書には「 本件不動産を市民の

ための緑豊かな公園と し て維持管理するこ と を 希望する」 と 記さ れています。  

（ ２ ） 行政需要について 

都市公園法施行令では住民一人当たり の都市公園の敷地面積の標準が５ ㎡以

上と する 規定があり ますが、 区内は都市公園のほか児童遊園等を 含めて 約４ ㎡

( 令和７ 年４ 月１ 日) であり 、 区内で公園等の面積が不足し ています。  

公園等の配置については、 港にぎわい公園づく り 推進計画において、 歩いて行

ける範囲（ 半径２ ５ ０ ｍ以内） に公園等が配置さ れるよう に計画し ており 、 寄付

の申出地を 公園等と し て活用するこ と により 、 歩いて行ける公園等が充実し 、 面

積も 増やすこ と ができ ます。（ 別紙参照）  

（ ３ ） 用途の方向性 

寄付の申出地は、 遺言の内容と 行政需要が合致するこ と から 、 公園、 児童遊園

等の用途を 検討し ます。  

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７ 年１ ２ 月   所有権移転登記完了 

  令和８ 年１ 月以降  地域への情報提供 




